
 

－1－ 

平成 28 年 11 月 9 日 

企業会計基準委員会 

 

企業会計基準公開草案第 59 号 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」

の公表 
 

 

コメントの募集 

平成 25 年 12 月に開催された第 277 回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、

日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針（会計に関する部分）について

当委員会で審議を行うことが提言されました。この提言を受けて、当委員会は、平成 27 年

12 月に企業会計基準適用指針第 26 号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を公

表し、その後、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち当該適用

指針に含まれないものについて、当委員会に移管すべく審議を行っております。当該審議

においては、監査・保証実務委員会実務指針第 63 号「諸税金に関する会計処理及び表示に

係る監査上の取扱い」（以下「監査保証実務指針第 63 号」という。）についても税効果会

計に関連するため、併せて当委員会の会計基準として開発することとし、審議を行ってま

いりました。 

今般、平成 28 年 11 月 4 日開催の第 348 回企業会計基準委員会において、標記の「法人

税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」（以下「本公開草案」という。）の公表が

承認されましたので、本日公表いたします。 

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対

するコメントがございましたら、平成 29 年 1 月 10 日（火）までに、原則として電子メー

ルにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答し

ないこと、コメントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名

称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承

ください。 

 

記 

 

電 子 メ ー ル：tax@asb.or.jp 

ファクシミリ：03-5510-2717 
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本公開草案の概要 

本公開草案は、監査保証実務指針第 63 号及び日本公認会計士協会 会計制度委員会「税

効果会計に関する Q&A」における税金の会計処理及び開示に関する部分のほか、実務対応報

告第 12 号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」に定められていた事業税（付加価値割及び資本割）の開示について、基本的に

その内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っており、実質的な内容の変

更は意図していません。 

以下の概要は、コメントをお寄せ頂くにあたっての便宜に資するため、本公開草案の内

容を要約したものです。コメントをお寄せ頂く際には、より正確な検討のために本公開草

案をお読みくださいますようお願い申し上げます。 

 

 範囲（本公開草案第 2項） 

本公開草案は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用することを提

案している。 

(1)  我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、地方法人税、住民税及び事業

税（以下「法人税、住民税及び事業税等」という。）に関する会計処理及び開示 

(2)  我が国の法令に従い納付する税金のうち受取利息及び受取配当金等に課される

源泉所得税に関する開示 

(3)  外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関する開示 

 

 会計処理（本公開草案第 4 項から第 7 項） 

  当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（本公開草案第 4項） 

本公開草案では、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等につい

ては、法令に従い算定した額（税務上の欠損金の繰戻しにより還付を請求する法人税

額及び地方法人税額を含む。）を損益に計上することを提案している。 

 

質問 1 

当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等に係る会計処理に関す

る提案に同意しますか。同意しない場合は、その理由をご記載ください。 

 

  更正等による追徴及び還付（本公開草案第 5 項から第 7項） 

本公開草案では、過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、

更正等により追加で徴収される可能性が高く、当該追徴税額を合理的に見積ることが

できる場合、企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」

（以下「企業会計基準第 24 号」という。）第 4項(8)に定める誤謬に該当するときを

除き、原則として、当該追徴税額を損益に計上することを提案している。 
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過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等により還付

されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合、企

業会計基準第 24 号第 4項(8)に定める誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を損

益に計上することを提案している。 

また、過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等について、更正等によ

り追徴税額を納付したが、当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合において、

還付されることが確実に見込まれ、当該還付税額を合理的に見積ることができる場合、

企業会計基準第 24 号第 4項(8)に定める誤謬に該当するときを除き、当該還付税額を

損益に計上することを提案している。 

 

質問 2 

更正等による追徴及び還付に係る会計処理に関する提案に同意しますか。同意し

ない場合は、その理由をご記載ください。 

 

 開 示 

  当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（本公開草案第 8 項及び

第 9 項） 

本公開草案では、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）は、損益計算

書の税引前当期純利益（又は損失）の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容

を示す科目をもって表示することを提案している。 

事業税（付加価値割及び資本割）は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管

理費として表示する。ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として

表示することができる。 

 

  更正等による追徴及び還付（本公開草案第 14 項及び第 15 項） 

本公開草案では、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）の更正等によ

る追徴税額及び還付税額は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所得割）を表

示した科目の次に、その内容を示す科目をもって表示することを提案している。ただ

し、これらの金額の重要性が乏しい場合、法人税、地方法人税、住民税及び事業税（所

得割）に含めて表示することができる。 

事業税（付加価値割及び資本割）の更正等による追徴税額及び還付税額は、原則と

して、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示する。ただし、合理的な配分方

法に基づきその一部を売上原価として表示することができる。 
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質問 3 

本公開草案の開示に関する提案に同意しますか。同意しない場合は、その理由を

ご記載ください。 

 

 適用時期（本公開草案第 18 項及び第 19 項） 

本公開草案は、監査保証実務指針第 63 号等における税金の会計処理及び開示に関する

部分について、基本的にその内容を踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行っ

ており、実質的な内容の変更は意図していないため、本会計基準は、公表日以後適用す

ることを提案している。 

また、同様の理由により、本会計基準の適用については、会計基準等の改正に伴う会

計方針の変更に該当しないものとして取り扱うことを提案している。 

 

質問 4 

その他、本公開草案に関して、ご意見があればご記載ください。 

 

 
以 上 


